
（単位：千円）

当初予算額 補正前額 補正後額

45,913,000 48,950,647 49,247,762

9,956,264 9,963,384 9,963,762

5,981,333 5,988,829 6,290,850

1,028,834 1,028,868 1,048,184

62,879,431 65,931,728 66,550,558

当初予算額 補正前額 補正後額

2,922,369 2,924,884 2,922,084

705,366 885,366 912,431

当初予算額 補正前額 補正後額

2,077,538 2,077,538 2,064,338

1,943,641 1,943,641 1,935,641

1,730,776 1,730,776 1,709,376

2,058,067 2,058,067 2,046,067

令和５年度神栖市一般会計補正予算（第９号）

補　正　額 2億9,711万5千円

補正の主な内容

　【 歳　入 】　

 ①繰越金　　令和４年度繰越金

 ②市債

 ③県支出金

社会福祉費負担金(障害福祉サービス給付費) 36,000千円

農業費補助金 △77,424千円

 ④国庫支出金

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 105,015千円

社会福祉費負担金(障害福祉サービス給付費) 72,000千円

公営住宅整備事業交付金 △328,106千円

令和６年第１回神栖市議会定例会　補正予算資料

補正予算の規模

会 計 名 今回補正額

一 般 会 計 297,115

国民健康保険特別会計 378

介護保険特別会計 302,021

後期高齢者医療特別会計 19,316

合　計 618,830

水道事業会計 今回補正額

収益的支出 △ 2,800

資本的収入 27,065

下水道事業会計 今回補正額

収益的収入 △ 13,200

収益的支出 △ 8,000

資本的収入 △ 21,400

資本的支出 △ 12,000

　補正の主な内容につきましては，令和４年度繰越金のうち，地方財政法第７条に

基づき１７億円を財政調整基金に積み立てるほか，障害福祉サービスの利用件数増

加に伴い不足する給付費を増額するため，補正予算を計上するものであります。財

源としましては，繰越金，国庫支出金等を充てるものであります。

2,485,156千円

456,800千円

△48,205千円

△330,974千円

プレス資料②

令和５年度補正予算資料

 令和６年３月５日

 担当課　財　政　課

 課　長　金田　憲二
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　【 歳　出 】　

 ①基金への積立（元金）

財政調整基金（地財法第7条に基づく） 1,700,000千円

 ②国庫支出金の返還

 ③障害福祉サービス給付費

 ④医療福祉費支給事業（マル福・神福制度）

 ⑤農業用排水路外来水生植物侵入防止柵設置

 ⑥市営住宅建替工事契約額に伴う減額 △898,451千円

令和５年度神栖市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

補　正　額 37万8千円

補正の主な内容

　【 歳　入 】　

 ①繰越金　令和４年度繰越金

 ②利子及び配当金

 ③一般被保険者国民健康保険税

　【 歳　出 】　

 ①返還金

 ②支払準備基金積立金

令和５年度神栖市介護保険特別会計補正予算（第３号）

補　正　額 3億202万1千円

補正の主な内容

　【 歳　入 】　

 ①繰越金　令和４年度繰越金

 ②国庫支出金

　【 歳　出 】　

 ①国県負担金の返還

 ②介護給付費基金積立金

 ③地域支援事業費

1,700,465千円

254,534千円

144,000千円

64,172千円

5,600千円

　補正の主な内容につきましては，令和４年度調整交付金の精算に伴う返還金を増

額及び被保険者の減少等に伴う国民健康保険税を減額するため，補正予算を計上す

るものであります。財源としましては，繰越金を充てるものであります。

30,463千円

3千円

△30,088千円

375千円

3千円

　補正の主な内容につきましては，令和４年度の介護保険給付費及び地域支援事業

費の確定に伴い，基金積立金及び諸支出金を増額するため，補正予算を計上するも

のであります。財源としましては，繰越金等を充てるものであります。

296,263千円

17,489千円

157,685千円

151,022千円

△7,200千円
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令和５年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

補　正　額 1,931万6千円

補正の主な内容

　【 歳　入 】　

 ①後期高齢者医療保険料

 ②繰越金　令和４年度繰越金

　【 歳　出 】　

 ①後期高齢者医療広域連合納付金

 ②他会計繰出金

令和５年度神栖市水道事業会計補正予算（第２号）

補正の内容

　【 収益的支出 】総係費

　【 資本的収入 】国庫補助金

令和５年度神栖市下水道事業会計補正予算（第２号）

補正の内容

　【 収益的収入 】補助金

　【 収益的支出 】総係費

　【 資本的収入 】国庫補助金・企業債

　【 資本的支出 】建設改良費

　補正の主な内容につきましては，後期高齢者医療広域連合納付金を増額するた

め，補正予算を計上するものであります。財源としましては，後期高齢者医療保険

料等を充てるものであります。

20,562千円

3,343千円

21,619千円

3,343千円

　補正の主な内容につきましては，配水管更新工事に伴う国庫補助対象工事費の確

定に伴い国庫補助金を増額するものであります。

△280万円

2,706万5千円

　補正の主な内容につきましては，収益的収入及び支出について，国庫補助金の確

定及び下水道接続支援補助金の実績に伴い減額するものであります。また，資本的

収入及び支出について，北公共埠頭雨水幹線整備事業で，継続費の年割額を変更す

ることに伴い工事費と企業債を減額するものであります。

△1,320万円

△800万円

△2,140万円

△1,200万円
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産業経済部 農林課

R5補正予算額 5,600千円

樋門・樋管等管理事業

 ナガエツルノゲイトウの農地における繁茂拡大を防止するため農業用水の取水口（樋管等）に侵入防止フェンスを設置する。

 茨城県の農業水利施設外来水生植物侵入防止対策緊急支援事業（県補助
10/10）を活用し，ナガエツルノゲイトウの農地における繁茂拡大を防止す
るため，農業用水の取水口に侵入防止フェンスを設置する。

ナガエツルノゲイトウへの侵入防止フェンスの事例
（茨城県内霞ヶ浦周辺）

3 産業 2-1 農業

目 的

事業概要

事業対象

 繁茂が確認されている新利根川等の河川や霞ヶ浦等の湖沼から取水して
いる農業用水の取水口（２３箇所）

 ナガエツルノゲイトウの侵入防止フェンスを購入し，
  各取水口に設置する。

 （1)侵入防止フェンス購入費用           430万円 
 （2)侵入防止フェンス設置工事費用   130万円 

事業内容


